
 

 

 

鬼北町で合宿しませんか？ 

   

 
 

運動施設の紹介 鬼北総合公園 

 

愛媛県北宇和郡鬼北町永野市 1290番地 1  

℡0895-45-3956 

 

宿泊施設の紹介 成川渓谷休養センター・成川ロッジ 

   
愛媛県北宇和郡鬼北町永奈良  

℡0895-45-2639 

https://www.town.kihoku.ehime.jp/site/kanko-e/6972.html 

休養センター 

洋室 1人部屋（バストイレ付）×1室 

洋室 2人部屋（バストイレ付）×2室 

洋室 2人部屋（バストイレ無）×5室 

和室 10畳×3室 宴会 和室 36畳 

ロッジ １０棟 

4帖半 2段ベット×2、 6帖 居間 

台所 流し台 冷蔵庫 洗面所 洋式トイレ付 

さわやかな森の空気を

胸いっぱい吸って心の

ゆとりをとりもどしませ

んか。 

成川渓谷は、豊かな自

然がいっぱい。周辺施

設も充実して、みんなで

楽しめます。 

体育館：バレーボール３面、バスケットボール２面 

格技場：柔剣道場２面 

多目的広場：400mトラック、ソフトボール３面、 

サッカー２面、野球１面 

テニスコート：４面 

2017年「えひめ国体」競技会場 

・バレーボール少年女子 

・バスケットボール少年男子 

 



 

 

 

「鬼北町学生合宿促進補助金」について 

 

  鬼北町では、学生団体が町内で宿泊を伴う合宿を実施する場合、その団体に対して補助金を交付

します。交付の対象となる要件は次のとおりです。 

 

補助対象となる団体 

  高等学校、短期大学又は大学の生徒若しくは学生で構成する運動系及び文化系の団体。 

 

補助対象となる要件 

鬼北町内に宿泊して行う合宿で、次の要件をすべて満たすもの。 

①成川渓谷休養センター又は鬼北町内の宿泊施設に宿泊するもの 

②宿泊する団体の延べ人数が１０人以上であること（延べ人数＝参加人数×宿泊日数） 

     

補助対象とならない場合 

①単に公式大会やイベントに参加することのみを目的とするもの 

②営利を目的とするもの 

③政治的又は宗教的活動を目的とするもの 

④鬼北町又は鬼北町関連団体から補助金、助成金等の交付を受けているもの 

 

補助金の額 

宿泊する者の延べ人数 × 
高等学校  ２，０００円 

その他の団体１，５００円 

※ 1回につき１人当たり 10,000円を限度とします。 

［例］高等学校 20人で 2泊した場合 

      20人×2泊＝延べ人数 40人  40人×2,000円＝80,000円 

 

利用方法 

       ①申請書（合宿計画書・合宿参加者名簿等） 

    ②補助金交付決定 

       ③合宿実施 

       ④実績報告書（合宿実績書･宿泊証明書･写真･請求書等） 

                     ⑤補助金の交付 

         ○申請書類等は下記ＵＲＬをご覧ください 

           http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/syougai/4234.html 

【問合せ先】 

〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800-1 

鬼北町教育委員会 教育課文化スポーツ係 

電話：０８９５―４５―１１１１ ＦＡＸ：０８９５―４５―２０６１ 
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